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(57)【要約】
【課題】　複数の投射型の表示装置を組み合わせて１つ
の表示を行う表示システムにおいて、画質を向上させる
。
【解決手段】　画像を投射して表示する表示装置であっ
て、前記画像の所定の位置から前記画像の端部までの輝
度を変化させる減光補正曲線であって、互いに異なる変
化を生じさせる複数の補正曲線を記憶する減光補正曲線
テーブル１０４と、減光補正曲線テーブル１０４に記憶
された複数の減光補正曲線の中から、所定のタイミング
ごとに切り替えて選択した減光補正曲線を用いて、前記
画像の所定の位置から前記画像の端部までの輝度を変化
させる減光補正部１０７とを備える。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像を投射して表示する表示装置であって、
　前記画像の所定の位置から前記画像の端部までの輝度を変化させる補正曲線であって、
互いに異なる変化を生じさせる複数の補正曲線を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された複数の補正曲線の中から、所定のタイミングごとに切り替え
て選択した補正曲線を用いて、前記画像の所定の位置から前記画像の端部までの輝度を変
化させる制御手段と
　を備えることを特徴とする表示装置。
【請求項２】
　前記補正曲線は、前記画像の所定の位置から前記画像の端部に向かって、重み付け係数
が漸減または漸増する曲線であることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記複数の補正曲線は、前記画像の所定の位置から前記画像の端部に向かって、前記重
み付け係数が急峻に変化する位置が、互いに異なっていることを特徴とする請求項２に記
載の表示装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記画像のフレームの切り替えのタイミングに応じたタイミングごと
に切り替えて選択した補正曲線を用いて、前記画像の所定の位置から前記画像の端部まで
の輝度を変化させることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記画像に含まれるオブジェクトの動きの速さに応じたタイミングご
とに切り替えて選択した補正曲線を用いて、前記画像の所定の位置から前記画像の端部ま
での輝度を変化させることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、投射される画像の位置ずれを生じさせる振動を検出したタイミングご
とに切り替えて選択した補正曲線を用いて、前記画像の所定の位置から前記画像の端部ま
での輝度を変化させることを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記制御手段は、前記表示装置または前記画像が投射されるスクリーンに配された振動
センサからの信号に基づいて、前記位置ずれを生じさせる振動を検出することを特徴とす
る請求項６に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記制御手段は、前記記憶手段に記憶された複数の補正曲線の中から、乱数の値に基づ
いて補正曲線を選択することを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記画像の所定の位置から前記画像の端部までの領域は、他の表示装置が投射する画像
と重複する領域であり、
　前記制御手段は、前記他の表示装置により選択された補正曲線と相補的な関係にある補
正曲線を、前記他の表示装置と同期して選択することを特徴とする請求項１乃至８のいず
れか１項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記制御手段は、前記画像の所定の位置から前記画像の端部までの領域とは異なる領域
であって、他の表示装置が投射する画像と重複する領域について、予め定められた固定形
状の補正曲線を用いて、該領域の輝度を変化させることを特徴とする請求項１乃至８のい
ずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１１】
　画像を投射して表示する表示装置であって、前記画像の所定の位置から前記画像の端部
までの輝度を変化させる補正曲線であって、互いに異なる変化を生じさせる複数の補正曲
線を記憶する記憶手段を備える表示装置の制御方法であって、
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　前記記憶手段に記憶された複数の補正曲線の中から、所定のタイミングごとに切り替え
て選択した補正曲線を用いて、前記画像の所定の位置から前記画像の端部までの輝度を変
化させる制御工程を備えることを特徴とする表示装置の制御方法。
【請求項１２】
　コンピュータを、請求項１乃至１０のいずれか１項に記載の表示装置の各手段として機
能させることを特徴とするプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投射型の表示装置及びその制御方法に関するものであり、特に、複数の表示
装置を組み合わせて１つの表示を行うための制御技術に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、スクリーンに投射して画像の表示を行う投射型の表示装置（プロジェクタ）
が普及している。また、より大画面・高画素数の画像を表示するため、複数の投射型の表
示装置を組み合わせて１つの表示を行う表示システムも知られている。
【０００３】
　かかる表示システムでは、隣接する表示装置それぞれによって投射された画像の隣接部
分が相互に重なり合うように位置合わせされ、画面が途切れないよう表示される。一般に
、画素数が増えるに従って求められる位置合わせの精度も高まるが、様々な原因により所
望の位置合わせが実現できない場合が想定される。
【０００４】
　例えば、専用の治具を使わずに位置合わせを行った場合には、相互の画素位置が一致せ
ずに、ずれてしまう場合がある。また、温度変化や湿度変化に伴う部品寸法の変化、微小
な振動、経時変化等によって、表示装置が設置時の位置からずれてしまう場合もある。
【０００５】
　このようにして位置ずれが発生すると、重複領域において画像が滲んだり二重写しにな
ったりするため、ユーザにとって非常に見づらい画像となる。また、画像の継ぎ目が目立
ってしまい、画質の大幅な劣化を招くこととなる。
【０００６】
　一方で、表示装置により投射される画像の継ぎ目を目立たなくする方法として、従来よ
り、種々の方法が提案されている。
【０００７】
　例えば、下記特許文献１では、隣接する表示装置それぞれにより投射される画像間の分
割位置（継ぎ目）を、重複領域の左端、右端、及びその間の位置で、所定のタイミングで
変化させる構成が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第４４００２００号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかしながら、上記特許文献１の構成を用いとしても、表示装置の位置ずれが発生した
場合には、隣接する表示装置それぞれにより投射される画像間の継ぎ目を隠し切ることは
困難である。表示装置の位置ずれにより、分割位置に隙間（または重複）が発生すると、
隣接する画素間において画素値の段差が大きい箇所が生じることとなるからである。つま
り、分割位置を所定のタイミングで変化させるだけでは画素値の段差を隠し切ることはで
きず、継ぎ目が目立ってしまうため、画質の劣化が避けられない。
【００１０】
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　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、複数の投射型の表示装置を組み合わせ
て１つの表示を行う表示システムにおいて、画質の向上を図ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記の目的を達成するために本発明に係る表示装置は以下のような構成を備える。即ち
、
　画像を投射して表示する表示装置であって、
　前記画像の所定の位置から前記画像の端部の位置までの間の輝度値を補正する補正曲線
であって、互いに異なる複数の補正曲線を記憶する記憶手段と、
　前記記憶手段に記憶された複数の補正曲線の中から、所定のタイミングごとに切り替え
て選択した補正曲線を用いて、前記画像の所定の位置から前記画像の端部の位置までの間
の輝度値を補正し、該輝度値が補正された画像を投射する制御手段とを備えることを特徴
とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、複数の投射型の表示装置を組み合わせて１つの表示を行う表示システ
ムにおいて、画質の向上を図ることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施形態に係る表示装置１００、１１０の機能構成を示すブロック図であ
る。
【図２】複数の表示装置１００、１１０、１２０を備える表示システムの構成を示すブロ
ック図である。
【図３】表示装置１００が有する各減光補正曲線の形状を示す図である。
【図４】表示装置１００における減光補正曲線の切り換えタイミングを示す図である。
【図５】各タイミングにおいて減光補正処理に用いられる減光補正曲線を示す図である。
【図６】表示装置１００が有する他の減光補正曲線の形状を示す図である。
【図７】第２の実施形態に係る表示装置７００、７１０の機能構成を示すブロック図であ
る。
【図８】表示装置７００、７１０における減光補正曲線の切り換えタイミングを示す図で
ある。
【図９】表示装置７００、７１０が備える各減光補正曲線の形状を示す図である。
【図１０】各タイミングにおいて減光補正処理に用いられる減光補正曲線を示す図である
。
【図１１】第３の実施形態に係る表示装置１１００、１１１０の機能構成を示すブロック
図である。
【図１２】表示装置１１００における減光補正処理の流れを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付の図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明する。なお、以下の
各実施形態における投射型の表示装置（プロジェクタ）は、複数の減光補正曲線を有し、
これらを所定のタイミングで切り換えて減光補正処理を行うことで、画像の継ぎ目を目立
たないようにするものである。
【００１５】
　このうち、第１の実施形態では、切り換えのタイミングを画像のフレームレートに合わ
せて行う場合について説明する。また、第２の実施形態では、切り換えのタイミングを、
隣接する表示装置間で同期させるとともに、相補的な減光補正曲線を用いる場合について
説明する。更に、第３の実施形態では、切り換えのタイミングを、画像の表示位置のずれ
の原因となる事象が発生したタイミングとする場合について説明する。
【００１６】
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　なお、以下の各実施形態において示す構成は一例に過ぎず、本発明は図示された構成に
限定されるものではない。
【００１７】
　［第１の実施形態］
　＜１．投射型の表示装置の構成＞
　はじめに、本実施形態に係る投射型の表示装置（プロジェクタ）の機能構成について説
明する。図１は、表示装置１００、１１０の機能構成を示す図である。なお、表示装置１
００と表示装置１１０とは同じ機能構成を有しているため、以下では、表示装置１００の
機能構成についてのみ説明する。
【００１８】
　図１において、１０１は映像入力部であり、外部の映像ソース機器から非圧縮の映像デ
ータを入力する。なお、映像データは、ＨＤＭＩ（登録商標）やＤＶＩ、ディスプレイポ
ート等の各種インタフェース規格に基づく伝送方式で入力されるものとする。
【００１９】
　１０２はタイミング生成部であり、表示装置１００の表示動作の基準となる同期信号を
生成する。具体的には、表示する画像を構成するための垂直同期信号Ｖｓｙｎｃや水平同
期信号Ｈｓｙｎｃ、有効期間信号ＤａｔａＥｎａｂｌｅ等のタイミング信号を生成する。
また、タイミング生成部１０２では、入力された映像データのフレームレートと位相を合
わせるためのタイミング調整も行う。
【００２０】
　１０３は表示部であり、映像データを構成する各フレーム画像を投射することにより表
示を行う。表示部１０３は、液晶パネル、パネルドライブ回路、光源ランプ、プリズム、
投射レンズ等により構成され、タイミング生成部１０２の同期信号のタイミングに従って
表示を行う。
【００２１】
　１０４は減光補正曲線テーブルであり、互いに異なる複数の減光補正曲線のデータを記
憶する。なお、減光補正曲線のデータはルックアップテーブルとして記憶するようにして
もよいし、計算式に基づいて逐次計算するようにしてもよい。１０５はテーブル選択部で
あり、減光補正曲線テーブル１０４に記憶された複数の減光補正曲線の中から１つの減光
補正曲線を選択して出力する。
【００２２】
　１０６はテーブル選択制御部であり、テーブル選択部１０５の制御を行う。具体的には
、複数の減光補正曲線の中から１つの減光補正曲線を選択し、当該選択した減光補正曲線
がテーブル選択部１０５から出力されるよう制御する。テーブル選択制御部１０６はＣＰ
Ｕ、メモリ等で構成され、メモリ内に格納されたソフトウェアがＣＰＵにより実行される
ことによりテーブル選択部１０５の制御を行う。１０７は減光補正部であり、テーブル選
択部１０５で選択された減光補正曲線を用いて、映像データを構成する各フレームの画像
のうち、重複領域の各画素に対して減光補正処理を行う。
【００２３】
　＜２．表示システムの構成＞
　次に、本実施形態に係る表示装置１００及び該表示装置１００と同じ機能構成を有する
２台の表示装置１１０、１２０を配し、各表示装置１００～１２０により投射された画像
を組み合わせることにより１つの表示を行う表示システムについて説明する。
【００２４】
　図２（ａ）は、表示装置１００～１２０を備える表示システムの全体構成を示すブロッ
ク図である。このうち、表示装置１００は、画面の左側領域１３０の画像の投射を担当し
、表示装置１１０は、画面の中央領域１３１の画像の投射を担当する。更に、表示装置１
２０は、画面の右側領域１３２の画像の投射を担当する。１４１は、表示装置１００によ
り投射された画像と表示装置１１０により投射された画像とが重複する位置を示している
。また、１４２は、表示装置１１０により投射された画像と表示装置１２０により投射さ
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れた画像とが重複する位置を示している。
【００２５】
　図２（ｂ）は、各表示装置１００～１２０により投射される画像に対して行われる減光
補正処理の一例を示す図である。２００は表示装置１００により投射された画像により形
成される画面を、２１０は表示装置１１０により投射された画像により形成される画面を
、２２０は表示装置１２０により投射された画像により形成される画面をそれぞれ示して
いる。画面２００を形成する画像の右側の領域２０１は、画面２１０を形成する画像の左
側の領域２１１と重複している。また、画面２１０を形成する画像の右側の領域２１２は
、画面２２０を形成する画像の左側の領域２２１と重複している。
【００２６】
　これら重複領域２０１と２１１、重複領域２１２と２２１では、隣接する表示装置それ
ぞれが同じ輝度の画像を投射してしまうと２倍の輝度になってしまい、継ぎ目が目立って
しまう。そこで、これらの重複領域の画像に対しては減光補正処理を行う。具体的には、
画面の端部に近づくにつれて徐々に画像の輝度が下がるように、減光補正処理により、当
該重複領域の画像に対して、各位置の輝度値に重み付けを行う。なお、重複領域の各位置
において、隣接する表示装置それぞれの画像の輝度値に対して行う重み付けを和算した値
を極力一定値とすることで、重ね合わされた画像の輝度値は周囲の画像の輝度値と等しく
なるため、継ぎ目を目立たなくすることができる。
【００２７】
　図２（ｃ）は、表示装置１００～１２０により投射された画像を組み合わせて、スクリ
ーン２３０上に表示した様子を示している。減光補正処理の結果、画面２００～２２０の
継ぎ目が目立たなくなり、１つの画面として表示することができる。
【００２８】
　＜３．減光補正処理の詳細説明＞
　次に、図３～図５を用いて、減光補正処理の詳細について説明する。減光補正処理は、
画面の重複領域において、所定の方向に向かって、一方の画像の輝度を漸減させ、他方の
画像の輝度を漸増させることで、該重複領域において２つの画像を滑らかに接続するもの
である。ここで、減光補正処理に用いられる減光補正曲線は、重複領域において各位置の
画素に乗算する重み付け係数の大きさを表わした曲線である。
【００２９】
　図３は、表示装置１００が有する各減光補正曲線の形状を示す図である。減光補正曲線
３００～３０３は、例えば重複領域２０１や２１２のように、重複領域が、画面の右側に
ある場合の減光補正曲線を表わしている。いずれの減光補正曲線も、重複領域の開始位置
から終了位置（画面２００や２１０の右側端部位置）に向かって漸減する形状で構成され
ている。
【００３０】
　なお、各減光補正曲線は互いにカーブの形状が異なっており、減光補正曲線３００は重
複領域の開始位置に近い場所で、また、減光補正曲線３０３は重複領域の終了位置に近い
場所で、それぞれ急峻に輝度が落ちるように重み付け係数が規定されている。つまり、各
減光補正曲線３００～３０３は、重複領域において画像の輝度が急峻に落ちる位置が互い
に異なるように重み付け係数が規定されている。
【００３１】
　図４は、減光補正処理において減光補正曲線を切り換える、切り換えタイミングを示す
タイミングチャートである。図４において、４００は垂直同期信号であり、映像データを
形成する画像のフレームの境界を示している。映像データのフレームは、例えば１／６０
秒、１／３０秒といった所定のタイミング毎に切り換わる。
【００３２】
　４０１はタイムコードであり、映像データの各フレームを識別するためのシーケンス番
号である。映像データの各フレームには順番に番号が割り当てられている。４０２は減光
補正曲線を識別する識別番号であり、減光補正処理に用いる減光補正曲線を指定する。
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【００３３】
　図４に示すように、本実施形態に係る表示装置１００では、映像データの各フレームの
切り換えタイミングに対応して、減光補正曲線が切り換えられる。このため、テーブル選
択制御部１０６では、映像データのフレーム毎に異なる識別番号を出力する。
【００３４】
　なお、テーブル選択制御部１０６より出力される識別番号４０２は、例えばタイムコー
ド４０１の値を４で割った剰余の値とする。この場合、テーブル選択部１０５では、タイ
ムコードｔ＝２０のフレームでは識別番号＃０の減光補正曲線３００が、ｔ＝２１のフレ
ームでは識別番号＃１の減光補正曲線３０１をそれぞれ選択することとなる。つまり、識
別番号＃０～＃３の減光補正曲線３００～３０３が、映像データのフレームの切り換えタ
イミングにおいて、順次切り換えられることとなる。
【００３５】
　図５は、映像データのフレームの各切り換えタイミングで用いられる減光補正曲線を示
す図であり、重複領域２０１の画像の減光補正処理に用いられる減光補正曲線と、重複領
域２１１の画像の減光補正処理に用いられる減光補正曲線とを示している。
【００３６】
　図５のように、重複領域において、漸減させる減光補正曲線と漸増させる減光補正曲線
とを組み合わせることにで、表示装置の位置ずれ等が発生した場合であっても、隣接する
画素間において画素値の段差が大きい箇所が生じてしまうといった事態を回避できる。
【００３７】
　なお、本実施形態においては、複数の重複領域のうち、各表示装置にとって右側の重複
領域では漸減させる減光補正曲線を用い、左側の重複領域では固定形状の漸増の減光補正
曲線を用いる。
【００３８】
　具体的には、重複領域２０１及び重複領域２１２のように重複領域が画面の右側にある
場合には、当該重複領域の画像の減光補正処理に用いる減光補正曲線を切り換える。一方
、重複領域２１１及び重複領域２２１のように重複領域が画面の左側にある場合は、固定
形状の１種類の減光補正曲線で減光補正処理を行い、切り換えは行わない。
【００３９】
　このように、漸増の減光補正曲線を固定形状とすることで、表示装置の位置ずれ等が発
生した場合でも重み付けの凹凸が大きく変化することなく、表示装置の位置ずれの影響を
抑えることが可能となる。
【００４０】
　図５（ａ）はタイムコードｔ＝２０において減光補正処理に用いられる減光補正曲線を
示している。図５（ａ）に示すように、表示装置１１０では固定形状の減光補正曲線５１
０を用いて重複領域２１１の画像の減光補正処理を行う。一方、表示装置１００ではタイ
ムコードから識別番号＃０の減光補正曲線３００を選択し、当該選択した減光補正曲線３
００を用いて重複領域２０１の画像の減光補正処理を行う。
【００４１】
　識別番号＃０の減光補正曲線３００が選択された場合、重複領域開始位置から重複領域
終了位置に向かう方向に対して、重み付け係数が急峻に変化する領域は５００に示す位置
となる。
【００４２】
　図５（ｂ）はタイムコードｔ＝２１において減光補正処理に用いられる減光補正曲線を
示している。図５（ｂ）に示すように、表示装置１００では識別番号＃１の減光補正曲線
３０１を選択する。このため、重み付け係数が急峻に変化する領域は５０１に示す位置に
移ることとなる。
【００４３】
　図５（ｃ）はタイムコードｔ＝２２において減光補正処理に用いられる減光補正曲線を
示している。図５（ｃ）に示すように、表示装置１００では識別番号＃２の減光補正曲線
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３０２を選択する。このため、重み付け係数が急峻に変化する領域は５０２に示す位置に
移ることとなる。
【００４４】
　図５（ｄ）はタイムコードｔ＝２３において減光補正処理に用いられる減光補正曲線を
示している。図５（ｄ）に示すように、表示装置１００では識別番号＃３の減光補正曲線
３０３を選択する。このため、重み付け係数が急峻に変化する領域は５０３に示す位置に
移ることとなる。
【００４５】
　このように、減光補正処理を行うにあたり、映像データの各フレームが切り換わるタイ
ミングで、異なる形状の減光補正曲線に切り換えることにより、減光補正曲線の重み付け
係数が急峻に変化する領域が、フレームが切り換わるごとに移動することとなる。このよ
うに重み付けの凹凸の位置を変化させることで、重み付けの凹凸を目立ちにくくすること
ができる。また、表示装置の位置ずれ等が発生した場合でも、重み付けの凹凸の位置が変
化していれば、位置ずれの影響も顕在化しにくくすることができる。
【００４６】
　以上説明したように、本実施形態に係る表示装置１００では、重複領域において、漸減
させる減光補正曲線と漸増させる減光補正曲線とを組み合わせる構成とした。これにより
、従来のように、表示装置の位置ずれにより、分割位置に隙間（または重複）が発生し、
隣接する画素間において画素値の段差が大きい箇所が生じてしまうといった事態を回避す
ることが可能となった。
【００４７】
　また、本実施形態に係る表示装置１００では、重複領域において、映像データの各フレ
ームが切り換わるタイミングで、減光補正曲線を切り換えて減光補正処理を行う構成とし
た。これにより、重み付け係数が急峻に変化する領域を、高速に移動させることが可能と
なり、重み付けの凹凸を目立ちにくくするとともに、表示装置の位置ずれ等の影響を抑え
ることが可能となった。
【００４８】
　この結果、複数の投射型の表示装置を組み合わせて１つの表示を行う表示システムにお
いて、画質を向上させることが可能となった。
【００４９】
　なお、本実施形態に係る表示装置１００では、画面内の複数の重複領域のうち、特定の
重複領域の減光補正曲線のみを切り換えて減光補正処理を行う構成とした。そして、当該
構成によれば、他の表示装置と切り換えタイミングを同期させることなく、画質を向上さ
せることが可能になるという付帯的な効果も得られる。
【００５０】
　＜４．変形例＞
　本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、幅広く応用することが可能である
。
【００５１】
　例えば、上述の実施形態では表示装置を水平方向に連結した例について説明したが、垂
直方向に連結した場合であっても同様に適用可能である。なお、垂直方向に連結する場合
には、上下方向に漸減する（または漸増する）減光補正曲線を使用する。更には、水平方
向または垂直方向のいずれか一方ではなく、水平方向と垂直方向の両方向にマトリクス上
に連結するようにしてもよい。
【００５２】
　また、上述の実施形態では、複数の減光補正曲線として、重み付け係数が急峻に変化す
る位置が互いに異なる減光補正曲線を用いることとしたが、本発明はこれに限定されず、
更に急峻度も互いに異なる減光補正曲線を用いるようにしてもよい。
【００５３】
　図６（ａ）は、重み付け係数が急峻に変化する領域が重複領域の開始位置に近づくにつ
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れ、及び、重複領域の終了位置に近付くにつれ、急峻度が上がるようにした減光補正曲線
群を示す図である。
【００５４】
　具体的には、図６（ａ）に示すように、重み付け係数が急峻に変化する領域が中央に位
置する減光補正曲線６０１と６０２は、急峻度が小さい（緩やかな）形状となっている。
また、重み付け係数が急峻に変化する領域が、重複領域の開始位置と終了位置に近い減光
補正曲線６００と６０３は、急峻度が大きい形状となっている。
【００５５】
　このような減光補正曲線を用いることにより、重み付けの凹凸の位置に加え、重み付け
の凹凸の度合いも変化させることができるため、重み付けの凹凸をより目立ちにくくする
ことができる。
【００５６】
　また、上述の実施形態では、複数の減光補正曲線が順番に選択される構成としたが、例
えば、急峻度に応じて減光補正曲線が選択される確率を変えるようにしてもよい。
【００５７】
　また、上述の実施形態では、複数の減光補正曲線それぞれが、重み付け係数が急峻に変
化する領域を１箇所のみ含む場合について説明したが、減光補正曲線は、重み付け係数が
急峻に変化する領域が、複数個所に含まれていてもよい。
【００５８】
　図６（ｂ）は、重み付け係数が急峻に変化する領域が、複数箇所に含まれる減光補正曲
線の一例を示している。図６（ｂ）の例では、減光補正曲線６１１において、位置６１２
と位置６１３に、重み付け係数が急峻に変化する領域がある。このような減光補正曲線を
用いることにより、重み付けの凹凸が複数箇所に分散されるため、表示装置の位置ずれ等
の影響をより抑えることが可能となる。
【００５９】
　また、上述の実施形態では、映像データのフレームを切り換えるタイミングで、減光補
正曲線を切り換える構成としたが、減光補正曲線を切り換えるタイミングは、任意に変更
できる構成としてもよい。
【００６０】
　例えば、映像データ内のオブジェクトの動きの激しさを検出して、減光補正曲線を切り
換える構成としてもよい。具体的には、動きの遅い映像の場合には、減光補正曲線を切り
換える周期を長くし、動きの速い映像の場合には、減光補正曲線を切り換える周期を短く
する。例えば、通常は１／６０秒毎であったものを、動きが遅い場合は例えば１／３０秒
毎に切り換えるように変更する。
【００６１】
　なお、このときの動きの検出範囲は、画像全体としてもよいし、重複領域周辺に限定し
てもよい。
【００６２】
　［第２の実施形態］
　上記第１の実施形態では、重複領域において、漸減の減光補正曲線と漸増の減光補正曲
線とを用いるにあたり、漸減の減光補正曲線のみを切り換え、漸増の減光補正曲線につい
ては切り換えを行わない構成としたが、本発明はこれに限定されない。
【００６３】
　例えば、漸減の減光補正曲線と漸増の減光補正曲線の両方を同期させて切り換える構成
としてもよい。
【００６４】
　また、上記第１の実施形態では、漸減の減光補正曲線の形状と漸増の減光補正曲線の形
状との関係について、特に言及しなかったが、例えば、漸減の減光補正曲線の形状と漸増
の減光補正曲線の形状とは、相補的な関係となるように構成してもよい。以下、本実施形
態の詳細について説明する。
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【００６５】
　＜１．投射型の表示装置の構成＞
　はじめに、本実施形態に係る投射型の表示装置（プロジェクタ）の機能構成について説
明する。図７は、表示装置７００、７１０の機能構成を示す図である。なお、上記第１の
実施形態において説明した表示装置１００、１１０と同一の構成要素については同一の番
号を付すこととし、ここでは説明を省略する。上記第１の実施形態において説明した表示
装置１００、１１０との相違点は、同期制御部７０１である。
【００６６】
　同期制御部７０１は、不図示の通信手段によって表示装置７００、７１０間で接続され
る。なお、通信手段は例えばＰＣＩやＵＳＢ、無線ＬＡＮ等の汎用のインタフェースで構
成されるものとする。
【００６７】
　同期制御部７０１は、マスタの表示装置７００からスレーブの表示装置７１０へ、同期
信号とタイムコードの伝送を行う。スレーブの表示装置７１０のタイミング生成部１０２
では、同期制御部７０１を介して伝送された同期信号及びタイムコードに合わせて動作す
るようタイミング調整を行う。以上の構成により、表示装置７００と表示装置７１０とを
相互に同期して動作させることができる。
【００６８】
　＜２．表示装置間の同期動作の詳細説明＞
　次に、表示装置７００と表示装置７１０の同期動作の詳細について説明する。図８はマ
スタの表示装置７００とスレーブの表示装置７１０との間の同期動作の様子を示すタイミ
ングチャートである。図８において、信号４００～４０２はマスタの表示装置７００の垂
直動作信号、タイムコード、減光補正曲線の識別番号の切り換えタイミングをそれぞれ示
している。上記第１の実施形態において図４を用いて説明したとおり、垂直同期信号４０
０が発生する所定のタイミング毎にタイムコード４０１と減光補正曲線の識別番号４０２
が切り換えられる。
【００６９】
　一方、信号４１０～４１２はスレーブの表示装置７１０の垂直動作信号、タイムコード
、減光補正曲線の識別番号の切り換えタイミングをそれぞれ示している。４１０は垂直同
期信号であり、同期制御部７０１を介してマスタの表示装置７００から伝送される。４１
１はタイムコードであり、同期制御部７０１を介してマスタの表示装置７００から伝送さ
れる。４１２は減光補正曲線の識別番号であり、タイムコード４１１に基づいて決定され
る。垂直同期信号４１０とタイムコード４１１が、マスタの表示装置７００と同一の切り
換えタイミングで動作することにより、マスタの表示装置７００とスレーブの表示装置７
１０とは、それぞれの減光補正曲線の切り換えタイミングを同期させることができる。さ
らに、タイムコードが同期されているため、減光補正曲線の識別番号も表示装置７００と
表示装置７１０との間で同期させることができる。
【００７０】
　＜３．減光補正処理の詳細説明＞
　次に、図９、図１０を用いて、減光補正処理の詳細について説明する。図９は、各減光
補正曲線の形状を示す図である。
【００７１】
　このうち、図９（ａ）は、例えば、重複領域２０１や２１２のように、重複領域が各表
示装置の画面の右側にある場合の減光補正曲線を表している。なお、図９（ａ）に示す減
光補正曲線は図３の減光補正曲線３００～３０３と同じであるため、ここでは説明を省略
する。
【００７２】
　図９（ｂ）は、例えば、重複領域２１１や２２１のように、重複領域が各表示装置の画
面の左側にある場合の減光補正曲線を表している。減光補正曲線９００～９０３は、いず
れも、重複領域の終了位置（画面２１０や２２０の左側端部位置）から開始位置まで漸増
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する形状で構成される。
【００７３】
　ただし、各減光補正曲線９００～９０３は、互いにカーブの形状が異なっている。そし
て、減光補正曲線９００は重複領域の終了位置に近い場所で、また、減光補正曲線９０３
は重複領域の開始位置に近い場所で、それぞれ急峻に輝度が上がるように重み付け係数が
規定されている。つまり、各減光補正曲線９００～９０３は、重複領域において画像の輝
度が急峻に上がる位置が互いに異なるように重み付け係数が規定されている。
【００７４】
　更に、減光補正曲線９００は、減光補正曲線３００に対して相補的な関係を有する形状
となっており、重複領域の各位置において、重み付け係数を相互に和算すると、１になる
ように構成されている。同様に、減光補正曲線９０１は、減光補正曲線３０１に対して相
補的な関係を有する形状となっており、減光補正曲線９０２は、減光補正曲線３０２に対
して相補的な関係を有する形状となっている。更に、減光補正曲線９０３は、減光補正曲
線３０３に対して相補的な関係を有する形状となっている。
【００７５】
　このため表示装置７００において、減光補正曲線３００が選択された場合には、表示装
置７１０では、減光補正曲線９００を選択する。また、表示装置７００において、減光補
正曲線３０１が選択された場合には、表示装置７１０では、減光補正曲線９０１を選択す
る。以下、表示装置７００において、減光補正曲線３０２、３０３がそれぞれ選択された
場合には、表示装置７１０では、減光補正曲線９０２、９０３を選択する。
【００７６】
　図１０は、映像データのフレームの各切り換えタイミングで用いられる減光補正曲線を
示す図であり、重複領域２０１の画像の減光補正処理に用いられる減光補正曲線と、重複
領域２１１の画像の減光補正処理に用いられる減光補正曲線とを示している。
【００７７】
　図１０に示すように、漸減させる減光補正曲線と漸増させる減光補正曲線とを組み合わ
せることで、表示装置の位置ずれ等が発生した場合であっても、隣接する画素間において
画素値の段差が大きい箇所が生じてしまうといった事態を回避できる。
【００７８】
　なお、本実施形態においては、相補的な関係を有する減光補正曲線が用いられるため、
表示装置の位置ずれ等が発生していない状態では、重み付けの凹凸を完全になくすことが
でき、高い画質を実現することができる。
【００７９】
　また、本実施形態においては、複数の重複領域のうち、各表示装置にとって右側の重複
領域では、漸減させる減光補正曲線を用い、左側の重複領域では、漸増させる減光補正曲
線を用いる。そして、映像データのフレームの切り換えタイミングで、減光補正処理に用
いる減光補正曲線を切り換える。なお、切り換えにおいては、例えば、タイムコードの値
を４で割った剰余の値の識別番号を有する減光補正曲線が選択されるものとする。
【００８０】
　図１０（ａ）はタイムコードｔ＝２０において減光補正処理に用いられる減光補正曲線
を示している。図１０（ａ）に示すように、表示装置７００、７１０では、それぞれ識別
番号＃０の減光補正曲線３００、９００を選択し、当該減光補正曲線３００、９００を用
いて重複領域２０１、２１１の画像の減光補正処理を行う。
【００８１】
　なお、識別番号＃０の減光補正曲線３００、９００が選択されることで、重み付け係数
が急峻に変化する各領域（つまり、表示装置７００または７１０において位置ずれが発生
した場合に、重み付けの凹凸が目立ちやすい領域）は１０００に示す位置となる。
【００８２】
　図１０（ｂ）はタイムコードｔ＝２１において減光補正処理に用いられる減光補正曲線
を示している。図１０（ｂ）に示すように、表示装置７００、７１０では、それぞれ識別
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番号＃１の減光補正曲線３０１、９０１を選択し、当該減光補正曲線３０１、９０１を用
いて重複領域２０１、２１１の画像の減光補正処理を行う。このため、表示装置７００ま
たは７１０において位置ずれが発生した場合に、重み付けの凹凸が目立ちやすい領域は１
００１に示す位置に移ることとなる。
【００８３】
　図１０（ｃ）はタイムコードｔ＝２２において減光補正処理に用いられる減光補正曲線
を示している。図１０（ｃ）に示すように、表示装置７００、７０１では、それぞれ識別
番号＃２の減光補正曲線３０２、９０２を選択し、当該減光補正曲線３０２、９０２を用
いて重複領域２０１、２１１の画像の減光補正処理を行う。このため、表示装置７００ま
たは７１０において位置ずれが発生した場合に、重み付けの凹凸が目立ちやすい領域は１
００２に示す位置に移ることとなる。
【００８４】
　図１０（ｄ）はタイムコードｔ＝２３において減光補正処理に用いられる減光補正曲線
を示している。図１０（ｄ）に示すように、表示装置７００、７１０では、それぞれ識別
番号＃３の減光補正曲線３０３、９０３を選択し、当該減光補正曲線３０３、９０３を用
いて重複領域２０１、２１１の画像の減光補正処理を行う。このため、表示装置７００ま
たは７１０において位置ずれが発生した場合に、重み付けの凹凸が目立ちやすい領域は１
００３に示す位置に移ることとなる。
【００８５】
　以上説明したように、本実施形態に係る表示装置７００、７０１では、重複領域におい
て、相補的な関係にある減光補正曲線を同期して選択する構成とした。これにより、上記
第１の実施形態と同様に、従来のように、表示装置の位置ずれにより、分割位置に隙間（
または重複）が発生し、隣接する画素間において画素値の段差が大きい箇所が生じてしま
うといった事態を回避することが可能となった。加えて、表示装置の位置ずれが発生して
ない状態において、重み付けの凹凸を完全になくすことができ、高い画質を実現すること
が可能となった。
【００８６】
　また、本実施形態に係る表示装置７００、７１０では、重複領域において、映像データ
の各フレームが切り換わるタイミングで、減光補正曲線を切り換えて減光補正処理を行う
構成とした。これにより、表示装置７００または７１０において位置ずれが発生した場合
に、重み付けの凹凸が目立ちやすい領域を、高速に移動させることが可能となり、位置ず
れに起因する重み付けの凹凸を目立ちにくくすることが可能となった。
【００８７】
　この結果、複数の投射型の表示装置を組み合わせて１つの表示を行う表示システムにお
いて、画質を向上させることが可能となった。
【００８８】
　＜４．変形例＞
　本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、幅広く応用することが可能である
。
【００８９】
　例えば、減光補正曲線の選択を乱数で行うようにしてもよい。具体的には、マスタの表
示装置７００内で乱数を発生させ、発生させた乱数の値又は選択する減光補正曲線の識別
番号をスレーブの表示装置７１０に伝送する。スレーブの表示装置７１０では、マスタの
表示装置７００が発生させた乱数の値又は選択する減光補正曲線の識別番号に従って、減
光補正曲線を選択することで、表示システム全体で同期して減光補正曲線の切り換えを行
うことができる。
【００９０】
　なお、マスタとなる装置は表示装置である必要はなく、例えば、同期信号を配信出力す
るゲンロックジェネレータのような機器であってもよい。
【００９１】
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　［第３の実施形態］
　上記第１の実施形態では、映像データのフレームを切り換えるタイミングで、減光補正
曲線を切り換える構成としたが、本発明はこれに限定されない。例えば、画像の表示位置
のずれの原因となる事象（表示装置またはスクリーン２３０の振動）が発生したタイミン
グで、減光補正曲線を切り換える構成としてもよい。以下、本実施形態の詳細について説
明する。
【００９２】
　＜１．投射型の表示装置の構成＞
　はじめに、本実施形態に係る投射型の表示装置（プロジェクタ）の機能構成について説
明する。図１１は、表示装置１１００、１１００の機能構成を示す図である。なお、上記
第１及び第２の実施形態において説明した表示装置１００、１１０または７００、７１０
と同一の構成要素については同一の番号を付すこととし、ここでは説明を省略する。上記
第２の実施形態において説明した表示装置７００、７１０との相違点は、振動検出部１１
０１である。
【００９３】
　振動検出部１１０１は振動センサと検出回路、制御回路とで構成され、表示装置１１０
０の筐体に揺れが生じたことを検出する。揺れが生じた場合はテーブル選択制御部１０６
に通知を行う。
【００９４】
　＜２．減光補正処理の流れ＞
　次に、表示装置１１００における減光補正処理の流れについて説明する。図１２は、表
示装置１１００における揺れ減光補正処理の流れを示すフローチャートである。
【００９５】
　図１２に示すように、ステップＳ１２０１では、振動検出部１１０１を制御して表示装
置１１００の筐体の揺れを検出する。ステップＳ１２０２では、揺れがあったかを判定し
、揺れがあったと判定された場合にはステップＳ１２０３へ進む。一方、揺れがなかった
と判定された場合には、ステップＳ１２０４へ進む。
【００９６】
　ステップＳ１２０３では、上記第１または第２の実施形態と同様に、減光補正曲線を切
り換え、ステップＳ１２０１へ戻る。一方、ステップＳ１２０４では、減光補正曲線を固
定形状のものに設定し、ステップＳ１２０１へ戻る。
【００９７】
　以上の処理を行うことで、表示装置１１００、１１１０の筐体に揺れが生じている場合
は減光補正曲線を切り替える処理を行うことができる。
【００９８】
　以上説明したように、本実施形態に係る表示装置１１００では、筐体の揺れを検出する
振動検出部を配し、筐体の揺れが検出された場合に、減光補正曲線を切り換える構成とし
た。これにより、表示装置の位置ずれ等の影響を抑え、画質の向上を実現することが可能
になるとともに、消費電力を抑えることが可能となる。
【００９９】
　＜３．変形例＞
　本発明は上述の実施形態に限定されるものではなく、幅広く応用することが可能である
。
【０１００】
　例えば、本実施形態では、表示装置の揺れを検出することで減光補正曲線を切り換える
構成としたが、画像を投射するスクリーン２３０の揺れを検出することで減光補正曲線を
切り換える構成としてもよい。この場合、スクリーン２３０に振動センサを取り付け、当
該振動センサの出力を表示装置１１００に取り込み、スクリーン２３０上の振動センサが
揺れを検出した場合に、減光補正曲線を切り換えるようにすればよい。また、カメラ等で
スクリーン２３０を撮像し、画像解析により揺れを検出するようにしてもよい。
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【０１０１】
　［他の実施形態］
　また、本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実
施形態の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク又は各種記憶媒体
を介してシステム或いは装置に供給し、そのシステム或いは装置のコンピュータ（または
ＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出して実行する処理である。

【図１】
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【図１１】
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